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避難所運営ﾏﾆｭｱﾙ（地図面：関係区・自治会協同作成）

地域版防災ﾏｯﾌﾟ（避難が必要な地区ごと作成）

京田辺市資料

1



■京田辺市 避難所での新型コロナウイルス対策

■避難所以外への避難も含め、避難の意義について広報誌やＨＰで市民へ周知
■避難所での受付時に健康チェックと検温を徹底し、感染を疑われる方との接触を局限
■避難所内では避難者同士の間隔を十分確保し、換気・消毒などの予防対策を徹底

受付時の健康ﾁｪｯｸｶｰﾄﾞ 避難の意義について周知

①避難者同士の間隔確保
②消毒等予防対策の徹底

検温及び健康ﾁｪｯｸ
⇒異常がある方は別施設へ移動
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新型コロナウイルス感染症蔓延下における木津川市の避難体制

木津川市の特性

① １級河川 木津川
② 天井川 ６川
③ 新型コロナウイルス対策は

山城南保健所との連携が必要

● 浸水害・土砂災害リスク大

木津川市の現況
① 指定避難所 ５７カ所
② 収容能力 約１７０００人

● 新型コロナウイルス感染症
蔓延下での災害対応は初めて

● ８０００人程度に低下

避難体制構築上
の留意事項

① 新型ウイルス感染症対策に係る山城南保健所との
緊密な連携

② 分散避難による収容能力の補完
③ 新型コロナウイルス感染症対策を考慮した避難所

の開設・運営要領の確立

避難体制構築の
具体的施策

① 分散避難の１手段として車中泊避難場所の確保
（民間ショッピングセンター駐車場等の活用）

② 避難所における避難所管理職員の新型コロナウイ
ルス感染症対策を考慮した開設・運営訓練の実施

③ 避難所における３密を回避するための資材の購入

概要説明
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【株式会社ＰＬＡＮＴ木津川店】
「災害時における支援協力に関する協定書」（令和元年７月２日締結）

車中泊避難のための駐車場
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市立相楽小学校

１ 実施日：令和２年６月３日

２ 実施内容

（１）避難所開設要領

（２）車中泊避難者の受け入れ要領

（３）発熱者等への対応要領

受付時の検温 プライバシーテント・段ボールベッド

新型コロナウイルス感染症対応避難所開設・運営訓練
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京都府における防災対策の推進

１．水位・画像情報の提供
（１）危機管理型水位計の設置

（２）簡易型河川監視カメラの設置

２．土砂災害に関する情報の提供
（１）土砂災害警戒情報発令基準の改定

（２）土砂災害危険度表示を５kmから1kmメッシュに高精細化

３．中小河川における避難体制強化の支援
（１）避難判断の目安となる水位の設定

（２）中小河川洪水浸水想定区域図の作成・公表

※令和２年度 京都府防災情報共有会議より抜粋
（令和２年５月１９日～２１日 テレビ会議で開催）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　本日御出席の皆様には、日頃から、京都府政、特に私どもの担当しております防災・減災の分野におきまして、格別の御支援と御協力をいただいておりまして、まずもってお礼を申し上げます。　昨年は、大阪府北部地震や７月豪雨、台風２１号等、相次ぐ台風の襲来と、京都では度重なる災害に見舞われまして、府内で５名の方がお亡くなりになり、約１万５千戸の家屋被害、約１，６００箇所の公共土木施設災害など、甚大な被害が発生いたしました。　京都府では、これらの災害を検証し、今後の防災減災対策に活かすため、昨年１０月に検証会議を設置し、学識経験者や国土交通省等、関係機関にも御参画いただき、課題の抽出や今後の対応等を検討してきたところでございます。６月上旬に開催をしました京都府防災会議において、検証結果を報告し、地域防災計画の改定にも反映することとしております。　本日は、京都府が取組む防災減災対策の推進について、ご説明させていただきます。



１．水位・画像情報の提供（危機管理型水位計の設置）

【目 的】

水位計を設置していない中小河川は、洪水時における河川水位等の現況把握が困難で
あることから、洪水に特化した低コストの水位計を設置し、近隣住民の避難を支援

なし

1日に１回
※該当時刻データのみ

水位計測

データ送信

死活監視

10分以内に1回 10分以内に1回10分以内に1回

10分以内に1回 なし

1日に１回
※該当時刻データのみ

5/1 0:00 5/2 0:00 5/3 0:00 5/4 0:00

10分以内ごとの水位計測＋データ送信

10分以内ごとの

水位計測

10分以内ごとの

水位計測

観測開始

水位

1日1回のみ

データ送信

↓

1日1回のみ

データ送信

↓

◇長期間メンテナンスフリー（無給電で５年以上稼働）
◇省スペース（小型化）
◇初期コストの低減

・洪水時のみの水位観測により、機器の小型化や電池及び通信機器等
のコスト低減（水位計本体費用は、100万円/台以下）

◇維持管理コストの低減
・洪水時のみに特化した水位観測によりデータ量を低減し、通信コストを縮減）

平常時水位監視 洪水時水位観測

観測開始水位以下の場合は、１日１回のデータ送信
観測開始水位に達すると１０分間隔でデータ送信

【水位観測方法】

観測開始水位

【特 徴】

8

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○Ｐ９　これまでの平成３０年災害の検証も踏まえ、「水防災意識社会の再構築」に向けた京都府が取組む主なハード対策・ソフト対策について説明します。



従来型カメラ 簡易型カメラ

画 像

画 質 約１３０万画素 約１００万画素

夜間照度 最低被写体照度 ０．０１ルクス 最低被写体照度 ０．５ルクス

機器単体 約３５０万円 約７０万円

氾濫の危険性が高く、人家や重要施設のある箇所に「簡易型河川監視カメラ」を設置
し、河川状況を確認することで、従来の水位情報に加え、リアリティーのある洪水状
況を画像として住民と共有し、適切な避難判断を促す。

【目 的】

【特 徴】

◇機能を限定しコストを低減（ズームや首振り不可）
◇水平画角９０°以上の画像を撮影可能
◇ワイヤレスで静止画像の伝送が可能な小型カメラシステム

・太陽電池等で稼働し、５分～１０分毎の静止画像をＬＴＥ通信等
の無線通信により伝送

・無日照等の状態で７日間の静止画像伝送が可能
・静止画像は、インターネット経由で閲覧できる。

昼 間 夜 間 昼 間 夜 間

１．水位・画像情報の提供（簡易型河川監視カメラの設置）
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○Ｐ９　これまでの平成３０年災害の検証も踏まえ、「水防災意識社会の再構築」に向けた京都府が取組む主なハード対策・ソフト対策について説明します。



管内
水 位 計 カ メ ラ

従 来 型 危機管理型 従 来 型 簡 易 型

京 都 21 5 8 14
乙 訓 4 2 2 4
山 城 北 25 7 15 8
山 城 南 9 12 10 3
南 丹 19 19 12 6
中 丹 東 10 35 8 7
中 丹 西 7 23 7 8
丹 後 17 19 11 8
合 計 112 122 73 58

特 徴

・365日24時間連続
した水位観測を行
い、10分ごとの水
位データを常時送
信

・観測開始水位に達
した時点から10分
ごとの水位をデー
タ送信

・観測開始水位以下
の場合は、1日1回
のデータ送信のみ

・夜間の視認性がよ
い

・左右・上下のカメ
ラアングルを遠隔
操作で変更可能

・初期費用・維持管
理費用が安価

・カメラアングルは
固定

１．水位・画像情報の提供
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従来に比べより正確性の高い土砂災害警戒情報を発表

京都府土砂災害警戒情報検討委員会の検証結果を受けて、下記内容の改訂を実施

（１）土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）改訂

（２）土砂災害発生の危険性がないメッシュ（除外メッシュ）の範囲を変更

（３）土砂災害危険度の表示領域を５kmメッシュから1kmメッシュに高精細化
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2019/8/30  10:30:00

旧ＣＬ：CLを超過しても災害が発生しない事例

新ＣＬ：土砂災害警戒情報の空振りを抑制

新ＣＬ

新除外メッシュ
□ 現行除外メッシュ

除外メッシュ
設定例

旧ＣＬ

土砂災害発生危険基準線（ＣＬ）改訂 除外メッシュ範囲変更

２．土砂災害に関する情報の提供
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1/2京都府

中小河川の水位観測・データ蓄積 水位データ 避難判断の目安となる水位の設定

避難判断の目安と
なる水位を設定

平常水位

中小河川の水位情報の提供とともに避難判断の目安となる水位を提供し、市
町村や自主防災組織のタイムライン作成を支援

３．中小河川における避難体制強化の支援

１．避難判断の目安となる水位設定

（１）対象河川の流下能力把握、ネック箇所の把握
（２）過去の水位、出水状況の把握
（３）水位上昇速度及び各水位への到達時間の把握
（４）避難に必要な時間を把握
（５）避難判断の目安となる水位の設定

２．避難勧告等発令基準の設定

３．タイムライン（案）の作成

４．住民への周知

５．運 用

６．検 証

内閣府の「避難勧告等の関するガイドライン(平成
31年3月)」に基づき、避難勧告等の発令基準を設定

現地情報 予測情報 避難勧告

水位情報や避難勧告等発令基準に基づいたタイム
ライン（案）を作成し、ワークショップによる住

民と意見交換を行う。

タイムライン（案）の配布

〇平常時における訓練の実施
〇災害時でのタイムラインの活用
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○Ｐ１５　次に、昨年度６２基の危機管理型水位計を設置し、防災情報の充実を図りました。これにより、これまで水位計の設置されていなかった中小河川において水位観測が可能となりました。今後、リアルタイムで水位情報を提供するとともに、避難判断の目安となる水位設定を行うことで、円滑な住民の避難行動へ繋げていきたいと考えています。



市町村においてハザードマップに反映

「水防法」及び「災害からの安全な京都づくり条例」に基づき洪水浸水想定区域図を公表

◇洪水浸水想定区域図の作成・公表
・全ての府管理河川（３７７河川）について想定

最大規模降雨による洪水浸水想定区域図を作成
し、公表する。

・現在、233河川を公表済（令和２年5月末時点）

https://www.pref.kyoto.jp/sabo/kouzui_sins
ui/kouzuisinsuisouteikuiki.html

＜洪水浸水想定区域図の公表ＨＰ＞

３．中小河川における避難体制強化の支援(洪水浸水想定区域図)
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https://www.pref.kyoto.jp/sabo/kouzui_sinsui/kouzuisinsuisouteikuiki.html


7/8 5:20 1.8m（最高水位）

堤防天端高 2.06m

中小河川における出水状況（令和2年7月8日午前5時30分頃）

危機管理型水位計設置位置

7/8 5:35頃

雨量最大33mm/h
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